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保護者各位  

                     都留市長   堀 内 富 久 

                     都留市教育長 上 野   清 

                          （公 印 省 略） 

市内小中学校の通常授業の再開について 

 

保護者の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に、ご協力をいただ

いておりますことに深く感謝申し上げます。 

さて、本市におきましては、8月 24日に山梨県知事より、県内の小中学校等に

対し分散登校を行うことの要請を受けたことから、市内の感染状況を鑑み、8月 30

日から 9月１０日までの間で分散登校を行うこととしました。 

分散登校期間中は、保護者の皆さまには大変なご苦労とご心配をお掛けしており

ますが、予防対策が徹底されているため、学校内で複数の感染者が確認されること

もなく、市内の感染状況も落ち着いてまいりました。そのため、市校長会とも協議

し、令和 3 年 9 月 13 日（月）からは、全児童・生徒が一斉に登校する通常授業

を再開することといたしました。 

なお、今後も、可能な限り学校の教育活動を継続できるよう、学校内の感染症予

防対策を徹底してまいりますが、子どもの感染の殆どが家庭内で大人から感染して

いる状況を踏まえ、通常登校再開にあたり、以下の留意点にご配慮いただけますよ

うお願い申し上げます。 

 〇  留 意 点  

・ お子さんに発熱などの風邪症状がある場合や、同居している家族に同

様の症状がある場合は学校に連絡の上、登校させないでください。（出

席停止扱いとなります。） 

・ お子さんの兄弟姉妹などが登校・登園されている高等学校や、保育園

などが、新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休業等の措置を取

っている場合は、登校について各校にご相談ください。お休みする場

合は、出席停止扱いとなります。 

・ 人の集まる場所への外出は避け、手洗い、家庭内でもマスクを着用す 

るなど、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症は誰でも感染しうる病気です。目に見えな

いウイルスに不安や恐れを感じることもあるでしょうが、感染者やそ

のご家族などに対し、誹謗中傷や偏見、差別などは決して行わないよ

うにしてください。 
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